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地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金

基本目標Ⅸ
　高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること
施策目標３
　高齢者の健康づくり・生きがいづくりを推進するとともに、介護保険制度の適切な運営等を通じ
て、介護を必要とする高齢者への支援を図ること
施策目標３－２
　介護保険制度の適切な運営を図るとともに、質・量両面にわたり介護サービス基盤の整備を図る
こと

　（政策等への反映の方向性）
　　評価結果を踏まえ、平成２１年度予算概算要求において所要の予算を要求する。
　なお、本交付金の利用が進んでいない状況を踏まえ、平成２０年度においては、各種会議における積極的な
説明等により、当該事業について関係者への十分な周知に努めるとともに、実態把握・分析を行い、本交付金
の更なる活用を図る。また、介護療養病床の転換については、平成２３年度末が期限であることから、今後、介
護療養病床の転換に係る本交付金の申請の増加が見込まれるため、引き続き十分な支援ができるよう、平成２
１年度においても、予算概算要求を行う。
　（概算要求額：40,000百万円）

　国民が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、市区町村が地域の実情に合わせて裁量
や自主性を生かしながら介護サービス基盤等を整備することや、介護療養病床の老人保健施設等へ
の円滑な転換を本事業において支援する。

（有効性の評価）

（２）効率性の評価

【評価結果の概要】

有効性の評価
全サービスの利用者に占める地域密着型サービスの利用者の割合が、本交付金制度開

始当初に比べ増加傾向にあること等から、市区町村が地域の実情・ニーズを踏まえ策定
した整備計画に基づき本交付金を活用することによって、基盤整備が着実に図られてい
ると考えられ、本交付金が有効であると評価できる。

また、当該指標のうち「介護サービス利用者数に対する地域密着型サービス利用者数
の割合」については、１割以下の水準にとどまっているものの、介護サービス全体の供
給量が増加している中で一定の伸びを示しているものと評価できる。

効率性の評価
（１）手段の適正性

従来の施設種別ごとの補助金制度に比べ、市区町村が策定した整備計画に対する交
付金制度としたことで、事務手続きの簡素化につながり、また市区町村の負担割合の
設定を地域の実情に合わせて設定することが可能となり、自主性・独創性を生かした
弾力的な執行が行われているものと考えられる。

（２）費用と効果の関係に関する評価
市区町村が、地域の実情に応じ、サービス基盤の整備計画を策定することで、地域

住民のニーズに応じた効率的かつ重点的な基盤整備を進めることができていると考え
られる。

また、本交付金のうち地域介護・福祉空間推進交付金において、事業立ち上げ時の
備品購入費や人件費などの事業運営に関する経費も交付金の対象範囲とすることによ
り、地域密着型サービス事業所の新規参入がスムーズに行われていると考えられる。
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【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

アウトプット指標
（達成水準／達成時期）
※【 】内は、目標達成率（実績値／達成水準）

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９
１ 介護サービス利用者数に対 5.9 7.0

【 】する地域密着型サービス利 － － － 【-％】 118.6％
用者数の割合（単位：％）
（前年度以上／毎年度）

（調査名・資料出所、備考）
・ 指標１は「介護給付費実態調査月報 （大臣官房統計情報部調べ）によるものであ」

り、毎年３月のサービス提供実績を基に算出された数値である。なお 「地域密着型、
サービス」は、住み慣れた地域・自宅での生活を支援していく観点から、平成１７年

、 。介護保険制度改正で制度化されたものであり 数値は平成１８年度からのものである


